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利用者の年齢を自動で判定する、オンライン本人確認/eKYC ツール 

「ProTech ID Checker」の指定年齢判定機能を提供開始しました 
 

当社のオンライン本人確認(eKYC)サービス「ProTech ID Checker」は、対象年齢を自動で判定で

きる「指定年齢判定機能」を提供開始いたしました。 

 

 
 

■ 「指定年齢判定機能」とは 

免許証等の本人確認時に、対象年齢を自動で判定できる機能です。事前に年齢の下限と上限

の年齢を指定しておくだけで、AIが対象の年齢を自動で判定し、対象年齢外の身分証明書の場

合はエラーで表示します。一方、対象の年齢においては審査画面上の年齢確認にチェックが入

る仕様です。この仕組みによって、煩雑な本人確認の作業負担を大幅に軽減することができま

す。 



 
 

■ AIの自動年齢判定で本人確認作業がもっと快適に 

出会い系サイト規制法に則り、マッチングアプリをはじめとしたインターネット異性紹介事

業者は、利用者が書き込みをしたり利用者同士がメッセージを取り合う際、18 歳未満ではない

ことの確認が義務付けられています。これによりトラブルから青少年を守り保護しています。 

しかしながら、本人確認作業には手間や時間がかかってしまうもの。そこで活躍するのが

「ProTech ID Checker」の指定年齢判定機能です。 

「ProTech ID Checker」は、出会い系サイト規制法のほか携帯電話不正防止法や古物営業法に

も対応していますので、犯罪収益移転防止法上の厳格な本人確認や"なりすまし防止"などにも

有効です。 

 

 「ProTech ID Checker」利用シーンの一例 

 マッチングアプリにおける登録年齢判定 

 クレジットカードの契約 

 中古品の買取・古物商 

 携帯電話の契約 

 シェア・レンタルサービスの利用 

 銀行や証券口座の開設 

 不動産取引 

 
 

以上 


